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日本スポーツ協会公認スポーツ指導者概要」において
『＜公認スポーツ指導者とは＞スポーツの価値やスポーツの未来への責任を自
覚し、プレーヤーズセンタードの考え方のもとに暴力やハラスメントなどあら
ゆる反倫理的行為を排除し、常に自らも学び続けながらプレーヤーの成長を支
援することを通して、豊かなスポーツ文化の創造やスポーツの社会的価値を高
めることに貢献できる者。』とされており、未来いきいき地域クラブの指導者
の皆さまにも、そのことを期待しているところです。
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１未来いきいき地域クラブとは

　部活動の地域展開とは、学校が行っている部活動を、地域のス
ポーツクラブ等に展開することです。これが必要な理由は以下の
ことが挙げられます。
　〇少子化によって部員が確保できなくなり、１つの学校でチー
　　ムを組めなかったり、廃部になったりしていること
　〇専門的な知識をもった教職員を各校に配置できず、経験がな
　　い教職員が指導するケースが多くあること
　〇教職員の時間外の多大な負担を軽減し、授業準備や学級の各
　　種事務などを行う時間を確保すること

①部活動の地域展開

③市スポーツ協会・市教委が連携して運営

　燕市が、部活動の地域展開に伴い設置する地域クラブを「未来
いきいき地域クラブ」と名付けました。未来いきいき地域クラブ
では、中学生が多様なスポーツ・文化活動を継続して行うことが
できるように、環境を整えていきます。

　学校の部活動では、練習場所の確保・安全管理、生徒の募集、
保険の加入・手続きなどを学校が行っています。地域クラブがこ
れらすべてを行うのは大きな負担です。未来いきいき地域クラブ
では、市スポーツ協会と市教育委員会が連携して運営を行うこと
で、参加クラブが安心して活動することができるようにします。

②未来いきいき地域クラブ
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２参加クラブ、指導者・クラブサポーター

〇参加クラブ

　未来いきいき地域クラブは令和７年９月から、すべてのスポー
ツ・文化活動を対象に、応募のあったクラブで活動を行います。
これまで部活動に設置されてきた種目以外の種目のクラブも設置
されています。生徒募集の結果、参加者がゼロ人のクラブは活動
休止になります。
　９月以降の３年生の継続の可否は各クラブが決めます。また、
小学生・高校生、他市町村からの参加もできるようになります。
　■小学生・高校生
　　運営費１回500円＋保険料年度800円
　　（就学援助世帯、生活保護受給世帯は免除）
　■他市町村
　　運営費１回500円＋保険料年度800円＋アプリ利用料月110円

〇クラブの新規参加

　未来いきいき地域クラブに、新しく参加を希望するクラブは、
まずは市スポーツ協会・市教育委員会に相談してください。参加
は新年度のタイミングになります。（年度の途中からの参加はで
きません。）

〇指導者・クラブサポーターの新規加入

　設置されているクラブへの指導者の新規加入はいつでもできま
す。複数の指導者がいることで、持続可能なクラブの体制を整え
てください。クラブサポーターは、技術の指導ではなく、活動の
場の見守りや安全管理を行う役割です。各回の活動に、１人参加
することができます。
　新しく指導者・クラブサポーターを加えたい場合、市スポーツ
協会・市教育委員会に相談してください。
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３指導者研修等

〇指導者資格の取り消しについて

　指導者は、次の要件にあてはまる場合、資格を取り消されます。

　①違法行為や不適切な行為を行った場合
　②定められた研修を受講しなかった場合
　③職務遂行に対する誠実性が問われた場合
　④市スポーツ協会・市教育委員会の再三の指導に従わない場合
　⑤市スポーツ協会・市教育委員会が取り消しの必要を認めた場合

〇研修

　指導者は、未来いきいき地域クラブが指定する研修を必ず受け
てください。
　研修会の日に参加できない場合は、必ず事前に連絡をしてくだ
さい。その都度、別の方法で研修を受けていただきます。
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＜具体的な例＞
　・営利目的の活動を行った場合
　・活動費に対する適正な会計報告がされなかった場合
　・ハラスメントと認定される言動が認められた場合
　・一部の参加者を対象とした練習を続けた場合
　・繰り返し業務月報などを期日までに提出しなかった場合
　・日常的な連絡が繰り返し取れない場合



４活動

　令和７年９月からすべての土日が未来いきいき地域クラブの活
動日となります。各クラブで基本活動日を設定し、それを基に活
動を行います。基本活動日は、土日のどちらかで設定し、19時ま
でには活動が終わるようにしてください。
　活動時間は原則３時間までにしてください。練習試合や大会に
参加することもできます。その場合は活動時間が長くなります
が、参加者の様子をよく見るようにしてください。
　※指導の謝金は１回の活動で最大３時間までになります。

〇クラブの基本活動日を基にした活動

〇活動日時、場所等の中止・変更

　活動日時や場所等が、基本活動日から中止・変更がある場合
は、必ず市スポーツ協会に連絡をしてください。
　学校の行事があり、活動できない日もあります。また、原則未
来いきいき地域クラブの活動日は、部活動は休止日ですが、校長
の許可を得て大会に参加する場合等は、当該部活動が行われるこ
とがあります。
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５費用

　未来いきいき地域クラブは運営費として、参加者から参加の有
無に関わらず1回500円を集めます。これは、未来いきいき地域ク
ラブ全体の運営を行うコーディネート業務や指導者の謝金に使わ
れます。また、スポーツ安全保険料として年度で800円集めます。
　そのため、一部の参加者のための活動ではなく、参加者全員が
充実した活動になるようにしてください。

〇運営費・保険料

〇各クラブの活動費

　各クラブが活動する時に必要な用具等を購入する活動費につい
て、令和７年度は、各クラブ一律2万円を活動費として割り当てま
す。
　それ以外で必要な費用は、各クラブで参加者から集めて購入し
てください。その際、必ず購入した品を明確にするために、年度
末（３月）に会計報告を行い、参加者と市教育委員会に提出して
ください。
　※別紙「会計報告書」

〇指導者・クラブサポーターの謝金

　未来いきいき地域クラブでは、指導者・クラブサポーターに謝
金をお支払いして指導していただきます。専門的な技術指導、安
全管理、研修の参加など多くのことを責任をもって担っていただ
くため、また、継続的にクラブの活動に参加し、クラブの質を高
めていただくためです。
　令和７年度は指導者全員分の謝金をお支払いすることができま
すが、今後、登録生徒の数によって謝金を支払うことができる指
導者数が制限されることもあります。なお、クラブサポーターは
１人分になります。
　■謝金　指導者１時間1600円　クラブサポーター１時間1100円
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６連絡・報告

　日常的な連絡は、アプリb+（ビープラス）を通じて行います。

「運営主体との連絡を密に取り、必要書類等を期日までに提出す

ること」の順守をお願いします。また、緊急時以外19時以降の連

絡への回答は翌日以降になります。

　　※別紙「業務月報」次の月の５日までにExcelファイルで提出

〇日常的な連絡

〇活動中止の連絡

　台風や大雨、大雪、高温などの災害が事前に予想される場合や

熱中症警戒アラートが発出された場合等、直前に活動の中止の連

絡をすることがあります。

〇参加者との連絡

　原則、アプリb+（ビープラス）を使って連絡するようにしてく

ださい。

■参加者の保護者の緊急連絡先

　アプリ「共通設定」→「会員情報」から、連絡を取りたい生徒

名の右にある電話のマークをタップすると電話がつながります。

■クラブ内の連絡

　アプリ「会員へのお知らせ」または「連絡」から行ってくださ

い。

〇異常の連絡

　ケガ・病気、物品の破損、不審者など、通常の活動とは異なり

少しでも異常が生じた場合は、市スポーツ協会・市教育委員会に

連絡をしてください。生徒に関わることは、保護者にも連絡をし

てください。生徒が通院した場合は、事故報告書を市スポーツ協

会・市教育委員会に提出してください。

　連絡をせずに後日分かったことで、事態が大きくなることがあ

ります。小さなことでも連絡をするようにしてください。

　　※別紙「事故・傷病発生時の確認リスト（報告書）」
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